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音更町税条例の一部を改正する条例

音更町税条例（昭和２９年音更町条例第２０号）の一部を次のように改正する。

第８１条の４第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。

附則第１１条の見出し中「平成３０年度から平成３２年度まで」を「令和３年度から令

和５年度まで」に改める。

附則第１２条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和

５年度まで」に改め、同条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度

から令和５年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあ

つては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加え、同条第２項及び第３項中「平成

３０年度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分及び令和５年度分」に改め、

同条第４項及び第５項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５

年度まで」に改める。

附則第１２条の２中「地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）附則

第２２条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第１４条」

に、「平成３０年度から平成３２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め

る。

附則第１３条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和

５年度まで」に改め、同条中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令

和５年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この項において同

じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあつては、

前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加える。

附則第１５条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５

年度まで」に改め、同条第２項中「令和３年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に改

める。

附則第１５条の２第１項中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加え、「令和３年３

月３１日」を「令和３年１２月３１日」に改める。

附則第１５条の２の２第２項中「同条第２項」の次に「又は第３項」を、「同条第４

項」の次に「又は第５項」を加える。
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附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。

（固定資産税に関する経過措置）

２ この条例による改正後の音更町税条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産

税に関する部分は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年度

分までの固定資産税については、なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

３ 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、令和３年４月１日以後に取

得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、

同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割につい

ては、なお従前の例による。


